
 

 

守山市新庁舎整備基本計画（案）に係るパブリックコメントの手続結果について 

 

過日実施しました標記計画策定にあたっての意見募集の結果は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 意見の募集期間 

  平成31年２月１日（金）から平成31年２月28日（木）まで 

 

２ 原案公表方法 

 (1)備付縦覧等 

市役所施設整備室、市役所２階閲覧所、公文書館、駅前総合案内所、市民サービスセ

ンター、すこやかセンター、エルセンター、図書館および各地区会館にて備付縦覧、

市ホームページに掲載 

  

(2)市民説明会 

第１回 日時：平成31年２月７日（木）午後７時 

      場所：小津会館２階 大会議室  [参加者２人] 

第２回 日時：平成31年２月８日（金）午後７時 

      場所：速野会館２階 大会議室  [参加者４人] 

第３回 日時：平成31年２月12日（火）午後７時 

      場所：中洲会館２階 大会議室  [参加者１人] 

第４回 日時：平成31年２月13日（水）午後７時 

      場所：河西会館１階 大会議室  [参加者２人] 

第５回 日時：平成31年２月14日（木）午後７時 

      場所：吉身会館１階 大会議室  [参加者６人] 

第６回 日時：平成31年２月15日（金）午後７時 

      場所：玉津会館２階 研修室  [参加者１人] 

第７回 日時：平成31年２月16日（土）午前10時 

      場所：エルセンター１階 大会議室  [参加者９人] 

第８回 日時：平成31年２月17日（日）午後１時 

      場所：防災センター １階 研修室  [参加者９人]  

８回合計３４人 

 

３ 意見提出方法 

持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール等のいずれかの方法にて提出 



 

４ 意見の件数（意見提出者数） 

      52件（８人） 

５ 意見の反映状況  

 

区  分 計画の内容に対する意見等 

① 原案を修正するもの ５件 

② 原案には反映できないもの 11件 

③ 既に原案に記載済みのもの 20件 

④ その他 16件 

合  計 52件 

 ※字句修正等の意見は省略してあります。 

 

６ 意見の概要と市の考え    別紙のとおり 

 

７ 修正後の基本計画（案）   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

担当：守山市総務部施設整備室 

電話：077-584-5926 

ＦＡＸ：077-582-0539 

電子メール：shisetsuseibi@city.moriyama.lg.jp 



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
区分

1 P10

　熊本地震以降、市議会からの提言書を
受けて基本計画を策定中であるが、緊急
であれば環境センター整備より優先して
実施すべきではないか。

　大規模な公共施設の整備には、多額の
費用が必要なため、優先順位を定め、財
政の平準化を図り、計画的に進めていま
す。中でも環境センターは市民の生活に
直結するため、最重要課題として進めて
います。その間、庁舎建設の基金の積立
を行い、精緻な財政見通しを立てた中、
この度、新庁舎整備を進めることにした
ところです。

②

2 P12

　「（各ステップでの意見については、
参考資料を参照）」とあるがP13の図表
13を参考にする主旨ですか。

　資料編として別冊があり、「守山市新
庁舎整備基本計画に関する市民懇談会」
の実施概要や成果をまとめたものを指し
ます。 ④

3 P15

　外観（見栄え）に費用をかけずに機能
性や耐震を重視するべきである。

　ご意見のとおり、華美でなく機能的で
コンパクトな庁舎をめざします。

③

4 P17

　新しく導入される設備やソフト面につ
いて、業務効率化と市民が利用しやすい
よう充実させてほしい。

　業務効率化として、P15の(4)にも記載
しているとおりですが、働き方改革の観
点から、「職員の働き方改革、業務効率
向上のため、ICTを活用した執務環境の
整備を検討します。」を追記します。同
様に、P32最下段にも、「業務効率向上
のため、ICT等を活用し、テレワーク等
の働き方改革に対応した整備を検討しま
す。」を追記します。来庁者のサポート
機能については、誰もがわかりやすく、
利用しやすい設備を市民からの意見や他
市事例なども参考に、導入していきま
す。

①

5 P17

　住民の反対で建てにくい保育園など、
これから必要とされるもの、また、今後
将来必要とされそうなもののスペースを
見込んで建設できないのか。

　P15の(4)にも記載しているとおり、機
能的でコンパクトな庁舎を目指します。
よって、将来必要とされるか未定のス
ペースを建設することは敷地スペースの
課題もあり、考えていません。 ②

6 P18

　分離される「環境行政部門（特にゴミ
処理、犬の登録手続き等）」の諸手続き
についても”ワンストップ”サービスが
可能となるのか。

　「環境行政部門」の所管する窓口業務
につきましては、他の課で対応すること
で、ワンストップサービスが実現できる
よう検討していきます。 ③



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
区分

7 P18

　環境先端都市をめざそうとする守山市
の、環境政策の中枢部門が、本庁から離
れた場所に移転することはやめるべき。
すこやかセンターの機能を本庁に一体化
させてワンストップサービスにしようと
いうコンセプトと矛盾している。

　環境政策の部門が（仮称）環境学習都
市宣言記念公園交流拠点施設内に移転す
ることについては、原案のとおりとしま
す。また、環境部門の所管する窓口業務
につきましては、本庁内の他の課の分掌
とすることで、ワンストップサービスが
可能と考えています。

②

8 P20

　会議室、相談室、キッズスペース、窓
口カウンター越しの座席、ところどころ
に休憩スペース、気楽に談話できる喫茶
コーナーなどを検討してほしい。それこ
そ市民が集い・行き交う、開かれた市役
所である。

　P20、P21に記載のとおり、キッズス
ペースやゆとりある待合スペース、ロー
カウンターなど利用状況に応じた整備を
行います。
　来庁者が、休憩できるベンチやカフェ
などの休憩機能についても、基本設計の
中で検討していきます。

③

9 P22

　守山は風水害等自然災害は少ない。
近々起きると予想される南海トラフ地震
でも震度５強。現庁舎は、老朽化してい
るが６弱まで耐えられる診断結果ではな
いのか。

　耐震診断の結果、震度６強以上で倒壊
の恐れがあり、震度５強で建物に影響が
出ない場合でも、家具や棚が倒れ、書類
が落ちるなどの被害がでる恐れがあるこ
とから、災害発生後の災害復旧等に支障
がでることが考えられ、早期に建替えが
必要であると考えています。

④

10 P23

　電気自動車やハイブリッド車は、災害
時における自立的な電力の供給源として
活用できます。パッカー車やもーりー
カーのＥＶ化など災害時の業務継続が可
能となります。電気自動車は、平常時の
電力のピークシフト(デマンド抑制）へ
の対応としても有効です。

　災害時の業務継続可能な設備として、
72時間対応の非常用電源を検討していま
す。業務継続計画と合わせて検討してい
きます。

③

11 P23

　災害時の空調設備のあり方として、断
水に備え、空調設備を空冷式にすること
で、水の供給が途絶えた際にも活用でき
ます。また、水蓄熱設備を導入すること
で、火災発生時を含め、非常用水・中水
として活用でき、水の自立給水に寄与で
きると考えます。

　ご意見を踏まえ、P34に「通常時・災
害時を含め、空調等の設備については、
環境に配慮するとともに、維持管理等の
ランニングコストを含め比較検討し、最
も効率的な設備の導入について、検討し
てまいります。」と追記します。

①

12 P23

　庁舎の給湯設備を貯湯式にすること
で、非常時でもお湯が使えるものと考え
ます。

　災害発生時のお湯の確保については、
電気、ガスなど信頼性の高い設備システ
ムを整備することで、賄っていく予定で
す。 ③



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
区分

13 P27

　使用頻度の少ない議場や議会関係がな
ぜ2,3階なのか。議員20名、答弁する市
職員、傍聴席を考えても規模が大きいと
思われる。また、市民に開放される機会
はそんなにないのではないか。

　議会関連諸室の現状は、やや手狭であ
ることや、傍聴ロビーなどがないことか
ら、現行面積からは増大していますが、
他市事例からすれば、必要最小限と考え
ています。
　議会・議場については、民主主義の根
幹であり、市民の皆さまが傍聴しやすい
よう低層階に配置しています。
　また、市民が集え活動できる場所とし
て、貸出しすることを含め今後、検討し
ていきます。
　なお、災害時には、議会関連機能の一
部を職員が待機するスペースとして活用
することについても検討していきます。

②

14 P30

　議場やホールや会議室の市民開放は、
利用時における建物の管理・セキュリ
ティの在り方が疑問である。余計な管理
費用が発生するのではないか。市役所機
能に特化した建物にした方が良いのでは
ないか。貸館時の防犯管理はどうするの
か。

　議場やホール、会議室の市民開放につ
いては、基本方針(3)「市民に開かれ、
市民が集える場と楽しい”コト”がある
庁舎」としていることから、市民活動や
行政・議会との協働、多様な人との交流
ができる機能を検討しています。庁舎に
おける個人情報の保護や行政情報の管
理、防犯対策は重要な課題であるため、
運用面およびセキュリティ面について、
基本設計の中で検討していきます。

②

15 P32

　喫煙対策として、新庁舎では原則敷地
内禁煙にすべき。喫煙所を設けるなら、
市民が見える場所に。（公務・執務中の
喫煙は市民サービスの低下につながる。
喫煙時が暗黙の休憩時間になっている）

　喫煙場所については、市民の利用も考
えられる中、健康増進法の一部を改正す
る法律（平成30年法律第78号）に基づ
き、敷地内の屋外に必要な措置を講じた
喫煙場所の設置を検討していきます。 ②

16 P32

　たばこの自動販売機の設置・販売は敷
地内で行わないようするべき。玄関に
堂々とたばこ自販機があるのは市役所に
は不適切。

　本市のたばこ税収入は、貴重な財源で
あることから、たばこの自動販売機の設
置場所については、基本設計の中で検討
していきます。 ②



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
区分

17 P33

　井水については、トイレ洗浄や散水等
として活用を図るだけでなく、未利用エ
ネルギーである井水熱としての活用を検
討されるよう提案します。汲み上げた井
水をヒートポンプ機器を使い、庁舎の冷
暖房に活用することで、庁舎のエネル
ギー消費量の削減および温室効果ガスの
削減に有効であると考えます。

　ご意見に基づき、「太陽光やバイオマ
ス、蓄電設備、井水熱等の再生可能エネ
ルギーの効果的な利用を検討します。」
と追記しますが、維持管理等のランニン
グコストを含め、最も効率的な設備の導
入について、検討してまいります。

①

18 P33

　下水の活用を提案します。庁舎付近を
流れる下水道から下水熱を取り出し、庁
舎の給湯や冷暖房等に活用することで、
庁舎のエネルギー消費量の削減および温
室効果ガスの削減に有効であると考えま
す。

　庁舎周辺の下水道管は、φ400～φ600
程度であり、適用困難ではないかと思わ
れます。下水熱の利用は予定しておりま
せん。 ②

19 P33

　新庁舎には、環境先端都市守山を目指
すことにふさわしい庁舎であることを期
待します。

　基本方針に掲げた「環境と未来の世代
にやさしい庁舎」にふさわしい計画とし
ていきます。

③

20 P33

　第2次守山市環境基本計画との整合性
があることは重要であり、将来打ち出さ
れるであろう温室効果ガス削減目標に対
して、市役所の率先的取り組みを望みま
す。

　省エネルギーの促進や再生可能エネル
ギーの導入、雨水や井水の利用など、環
境基本計画との整合を図り、温室効果ガ
スの削減に取り組んでいきます。 ③

21 P33

　2016年パリ協定発効により、日本は中
期目標2030年（2013年度比）26％温室効
果ガス削減をうたっており、業務部門は
40%削減が必要です。決してこれは十分
な目標ではありません。一方、守山市公
共施設の建て替え等によって全体でのエ
ネルギー使用量は増加傾向にあると考え
られ、今回の新庁舎ではより大きな削減
が必要と思われます。

　省エネ対策は、重要な事項であるた
め、基本設計の中で十分検討していきま
す。

④

22 P33

　ZEBのチャレンジ
　甲賀市・高島市新庁舎に見られる省エ
ネルギー建築と設備を参考にされている
とは思いますが、高島市役所のZEBready
もしくは、nearlyZEBランクの庁舎の検
討は、国補助金も含め検討されています
でしょうか。

　高島市役所では、井水をヒートポンプ
で温め、庁内の空調に使用され、ＺＥＢ
（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ）の補助金を受け
ておられます。本市でも同様の取組を検
討しており、P70(2)財源の検討に「環
境・次世代配慮機能の整備は、国の補助
事業であるＺＥＢ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞ
ﾙ）等の活用を検討します。」を追記し
ます。

①



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
区分

23 P33

　建築物の外皮断熱は当然であり、パッ
シブ技術としてクールトレンチは、守山
中学校での導入例もあり、実績を確認す
ることは可能だと思います。

　ＺＥＢに適合する方法として、様々な
技術を検討していきます。

④

24 P33

　省エネとして、太陽光発電+蓄電池導
入は検討されていますが、ヒートアイラ
ンド対策の屋上庭園の検討より、いかに
0エネルギー化が図れるかの視点で、太
陽光発電の量を決めるべきと考えます。

　ＺＥＢに適合する方法として、様々な
技術を検討してまいりますが、太陽光発
電についても、適正な規模について検討
していきます。 ③

25 P33

　新庁舎は、災害時一時避難所としての
利用と同時に災害対策本部としての機能
も集約されるため、それに必要な太陽光
発電装置と蓄電池を設置する十分な屋上
面積が確保できないならば、L字型庁舎
ではなく、旧法務局側の倉庫公用車屋内
駐車場までを一体にした庁舎で面積確保
ができないでしょうか。これに関して
は、国の補正予算であがっている「地域
の防災・減災と低炭素化を同時実現する
自律分散型エネルギー設備等導入推進事
業」に当てはまらないのでしょうか。

　災害対策本部や一時避難所の電源とし
ては、通常時は電気を想定しています
が、停電時の非常用発電のあり方につい
ては、しっかり比較検討を行っていきま
す。太陽光発電装置については、庁舎規
模や配置については、必要最低限の機能
的でコンパクトな庁舎をめざしています
ので、今後検討していきます。なお、国
の補助事業であります「地域の防災・減
災と低炭素化を同時実現する自律分散型
エネルギー設備等導入推進事業」につき
ましても、今後調査研究していきます。

④

26 P33

　もっと前向きに考えるならば、市庁舎
屋上で、市民共同発電所が発電を行い、
市役所に売電するというやり方もあると
思います。庁舎自体が市民とつながり、
環境先端都市としてのシンボルとするこ
となどをご検討いただきたいです。
また、太陽熱利用として、東京農工大学
の小金井キャンパスなどの事例もあり、
積極的な熱利用もご検討いただきたいで
す。

　非常時の電源も含め、必要な太陽光発
電については、市で設置してまいりま
す。

④

27 P33

　エコボイドや吹き抜け空間は、階段の
ダクト効果とともに空調が十分効かない
原因になっている県内の新設施設もあ
り、慎重な設計が必要です。

　効果的に自然換気が行える風の通り道
を基本設計の中で検討していきます。

③

28 P33

　ライトシェルフを導入される場合、そ
れに合わせた細かな調整やオンオフがで
きる照明の配置は、必須と考えます。

　ライトシェルフ（採光用の庇）につい
ては、基本設計の中で検討していきま
す。

③



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
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29 P33

　たとえ今の庁舎の設備のまま建て替え
ても、換気のためのエネルギー使用量が
確実に増えます。また、本計画案にある
市民サービスのためのエネルギー量は大
きな負担となると思われます。エネル
ギー使用量を減らす技術の導入をしっか
り検討してください。

　ＺＥＢなどの様々な技術を活用し、省
エネルギーの推進に努めてまいりますの
で、NO.17、NO.22の市の考え方のとおり
追記します。

①

30 P33

　SDGｓ（ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ、持続可能な開発
目標）について
　たとえ素晴らしい環境配慮型の新庁舎
となりましても、使われ方によって十分
その効果が発揮できないことも考えら
れ、職員の方々がいかに使いこなすかの
意識と行動が必要になってくると思われ
ます。その点は、守山中学校がスーパー
エコスクールとして、校舎を使いこなす
学習に取り組まれているため参考にさ
れ、未来世代と“つなぐ”ことを期待し
ます。

　ご意見のとおり、たとえ環境配慮型の
新庁舎を建設しても、使い方によって十
分その効果が発揮できないことが考えら
れます。地球の環境、地域の環境を大切
にすることを全職員が意識し、庁舎の使
用について考えていきます。

④

31 P34

　新庁舎のデザインは、見栄え重視では
なく50年、100年でも機能が発揮し続け
られるものにしてほしい。維持管理に不
安があるガラス張りなどは避けてほし
い。

　P15の(4)にも記載しているとおり、華
美な建物を避け必要最低限の機能的でコ
ンパクトな庁舎を目指します。ガラスや
窓については、自然採光、通風等機械に
頼らない施設計画の中で検討していきま
す。

③

32 P34

　守山市では、平成28年９月１日に「守
山市公共建築物等における地域産木材の
利用に関する基本的な考え方」を策定し
ている。新庁舎でも木材（びわ湖材）等
で地元産材の調達を優先し、内装材、調
度品に木材を活用するだけでなく、特定
の棟を木造・木質化するなど、上記の
「基本的な考え方」に基づいて進めてほ
しい。

　県産木材の活用については、記載のと
おり腰壁や柱の一部、カウンター等に積
極的に活用する方向で検討しています。

③

33 P34

　駐車場照明は市内事業所で優れた再エ
ネ型の照明を作られているところもあ
り、積極的に取り入れてはどうでしょう
か。

　導入について検討していきます。

④

34 P35

　想定職員数523人と44㌻の「職員用の
駐車および駐輪台数」は、分散すること
となる「環境行政部門」の職員の員数等
は考慮されているのか。

　考慮しています。

③



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
区分

35 P43

　駐車場に市役所に用事のない人が車を
停めている。駐車場の管理をしっかりと
行う必要がある。

　駐車場の管理については、基本設計の
中で、ゲート式の駐車場を検討していき
ます。

③

36 P46

　50数年前北川初代市長が、三宅町付近
を官庁街化するビジョンがあった。この
ビジョンを遂行し現市民ホールを建築。
警察や防災センターもそのエリアに進
出。市民ホール北隣の駐車場や旧テニス
コート地に建設すれば、用地買収不要で
ある。駐車場も兼用できるのではない
か。

上下水道事業所やシルバー人材センター
が旧法務局に仮移転する計画であるが、
新庁舎を市民ホール近くに移転するので
あれば、２度の引越しをする必要はない
のではないか。新庁舎を移転すれば、周
辺に新しい開発が起こり、発展するので
はないか。現庁舎敷地を売却し、跡地に
マンションや商業施設等の再開発をすれ
ば、経済効果あるのでないか。

現庁舎敷地を売却すれば、評価額7万円/
㎡として約11億円。民間に売却すれば、
最低でも２～３倍以上で売価できる。市
保有地に移転すれば、建設費は大幅に圧
縮できるのではないか。

　市民ホール近くに移転する場合であっ
ても、場所の選定に時間が必要で、用地
費、造成費などを考えると時間的リスク
が高く、また、一団の土地が取得できる
とは限らないと考えます。

　市民ホール北隣駐車場や旧テニスコー
ト跡だけでは面積が不十分であり、ま
た、都市計画公園区域内であることか
ら、庁舎を建てると、代替駐車場を作る
必要があり、隣接地に用地確保は困難で
あると考えます。

　上下水道事業所やシルバー人材セン
ターは、２度移転作業は伴いますが、負
担が少なくなるよう検討していきます。

　

　

②

37 P46

　住民投票で、「現庁舎敷地での建て替
え」か「移転」かの二択選挙をやるべ
き。本年は、参議院選挙等３回チャンス
があり、便乗すれば、経費削減。
　移転によって”素晴らしい住み良い市
になった”と後世に残すべき。この大プ
ロジェクトを是非起爆剤にして生かして
ほしい。逆に現案実施では後世に禍根を
残すこと必至！

　熊本地震において、多くの自治体の庁
舎被害による災害対策や復旧の遅れを踏
まえ、早期の耐震性確保が必要です。そ
のような中、市議会からの提言書を踏ま
え、現庁舎敷地であれば、仮設庁舎を造
ることなく新庁舎の整備が可能で、平面
駐車場で必要台数を確保できることか
ら、最も早期に建替えができ、最も安価
に整備ができると考えます。以上のこと
から現庁舎敷地での建て替えが最善であ
ると判断しています。従いまして、住民
投票は不要と考えます。

②



NO. 頁 提出された意見 市の考え方
反映
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38 P47

　多くの市民にとってＪＲ守山駅から徒
歩10分は関係ありません。自転車や徒歩
しか頼るものがない市民のためにも交通
アクセスを十分に検討してほしい。

　新庁舎の建設地を、市内５カ所から検
討する中、「防災拠点・安全性」「まち
づくり・利便性」「経済性・実現性」の
観点から比較するための１つの項目とし
て「駅からのアクセス」を評価したもの
です。
　市民全体の公共交通による新庁舎への
利便性の向上は不可欠ですので、今後検
討していきます。

④

39 P57

　耐震性は、直線型よりＬ字型は弱いの
ではないか。

　耐震性は同等です。

④

40 P57

　地震対策として、職員の働くスペース
では、高所に落下物を置かないように、
一定の高さより上に書類や機器が置けな
い構造にすべき。また、通路・ロビー・
執務室の什器備品が地震発生時に滑走し
ない工夫をすること。

ご意見を参考に、検討していきます。

③

41 P61

　議場が２階に配置されているが、低層
階には多くの市民が利用する窓口、稼働
率の高い部署を議場より優先して配置す
るべきである。

　新庁舎をＬ字型に配置することで、低
層階に市民が多く利用する窓口・相談部
門や転出入時の関連部署を集約・近接配
置できます。議会・議場については、民
主主義の根幹であり、市民の皆さまが傍
聴しやすいよう２階に議場を配置してい
ます。

③

42 P62

　建築工事中や解体工事中の駐車場確保
は大丈夫か。

　建築中の来庁者用駐車場は、上下水道
事業所横の約40台分が使用できなくなり
ますが、前庭の約80台で効率的に運用し
ていきます。
　解体中も、前庭の約80台は確保しなが
ら、作業を進められるよう検討していき
ます。

③

43 P62

　工事車両や資材置場の確保は大丈夫
か。北側と南側の生活道路からの出入り
となるため、地元住民への理解が必要で
はないですか。

　工事車両は、北側と南側の市道からの
出入りを想定しています。近隣住民の皆
さまに、ご理解、ご協力をいただく中、
工事を進めていきます。 ④
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44 P65

　79億円は、ほぼ確定ですか。プロポー
ザルによる設計業者の選定では、簡素か
ら離れたものになってしまわないか。建
築費だけでなく、維持管理費を十分検討
したものを採用してほしい。

　基本設計者を選定する中で、基本計画
で示す内容や工事費等を含めた技術提案
を求め、プロポーザル審査委員会で審査
を行います。
　基本設計の中で、維持管理費を十分検
討した施設計画としていきます。
　また、建設工事については、デザイン
ビルド方式（実施設計・施工一括発注方
式）による発注とし、ＶＥ（バリューエ
ンジニアリング）提案を求め、財政負担
を軽減できるよう工夫して取組みます。

③

45 P70

　ｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞ合わせた事業費合計が79億円
とあるが、広報もりやま11月1日号の
「今後の財政見通し」には66億円とあ
る。この差13億円が考えられていないの
ではないか。また、地方債残高・公債
費・基金残高の見通しが変わってくるの
ではないか。

　「今後の財政見通し」の66億円は、本
体工事費等のハード事業費を想定してい
ます。ソフト事業の13.1億円は、当該年
度に予定している通常の公共施設整備と
調整する中で、他の事業を平準化しなが
ら、事業費の確保をしていきたいと考え
ており、地方債残高等の見通しは変わり
ません。

③

46 P70

　財源については、公共施設整備基金、
市町村役場機能緊急保全事業、緊急防
災・減災事業の活用を予定しているとあ
るが、どの段階で、いくらの交付税等の
財政支援があるのが判明するのでしょう
か。

　仮に、国の財政支援がすべて対象とな
ると仮定すると、約10億円超の交付税措
置があります。
　社会資本整備総合交付金や市町村役場
機能緊急保全事業、緊急防災・減災事業
等を活用し、市負担を可能な限り軽減し
ます。

④

47 P70

　当初の構想・基本計画通りの仕様、ス
ペック、機能を落とすことなく、進んで
ほしい。他の自治体では入札不調になっ
ている事象を見極めながら、課題を解決
し、予算オーバーにならないようにして
ほしい。

　基本設計段階で予算想定内に納まるよ
う進めるとともに、さらにデザインビル
ド方式（実施設計・施工一括発注方式）
による発注で、ＶＥ（バリューエンジニ
アリング）提案を求めて、確実性を高
め、予算内で取組みます。

②

48 P70

　森林環境税を活用してほしい。 　活用を検討していきます。

④

49 P71

　「事業化スケジュール（案）」の記述
中の「本事業計画の策定後、・・・」の
「本」は削除してもよいのではないか。

　原案のとおりとします。

④
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50 P71

　「基本設計に関するパブリックコメン
トを経て・・・」とあるが、基本設計
（案）の段階でもぜひパブリックコメン
トを実施してほしい。

　基本設計（案）の策定段階において、
市民を対象にしたワークショップ等を開
催する予定です。また、基本設計（案）
が取りまとまった段階で、パブリックコ
メントおよび市民説明会を実施する予定
です。

③

51 P71

　「事業化スケジュール（案）」の中の
「基本計画」のスケジュールは、「基本
計画（案）を作成し、市民の意見を聴取
するパブリックコメントを実施してい
る。」のでスケジュール（案）から削除
した方がよいのではないか。

　原案のとおりとします。

④

52 その他

・守山南中学校増築工事・・・関して
・立入水源地・・・に関して

　要望としてご提案頂いておリますが、
本計画によって対応できないものである
ことから、本計画への記載はいたしませ
ん。

④


